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一関市制限付一般競争入札事務取扱要領（電子入札） 新旧対照表 

（関連部分抜粋、下線部分は改正部分）

改正前 改正後 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

⑴～⑺ （略） 

 

 

 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

⑴～⑺ （略） 

⑻ 予定価格の事前公表 一関市営建設工事に係る予定価格の事前公表に

関する試行要綱（令和７年２月28日告示第40号）により予定価格を事前

公表することをいう。 

（失格） 

第12条 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は失格とし、当該事項

に係る再度入札に参加することができない。 

⑴ （略） 

 

 

⑵ 第１回の入札において、入札書若しくは工事費内訳書のみを提出した

入札又は工事費内訳書に内訳の記載がない入札 

 

 

（失格） 

第12条 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は失格とする。    

                      

⑴ （略） 

⑵ 予定価格の事前公表をしている入札において、予定価格を超過した入

札 

⑶ 第１回の入札において、入札書若しくは工事費内訳書のみを提出した

入札又は工事費内訳書に内訳の記載がない入札 

２ 前項第１号又は第３号に該当する者は、当該入札に係る再度入札に参加

することができない。 

（再度入札） 

第13条 開札の結果、落札予定者がないときは、入札に参加した者（前２条

の規定により無効及び失格となった者を除く。）に対し電子入札システム

により、再度入札の日時を通知し、再度入札を行うものとする。この場合

において、工事費内訳書の提出は、省略することができるものとする。 

 

（再度入札） 

第13条 開札の結果、落札予定者がないときは、入札に参加した者（前２条

の規定により無効及び失格となった者を除く。）に対し電子入札システム

により、再度入札の日時を通知し、再度入札を行うものとする。この場合

において、工事費内訳書の提出は、省略することができるものとする。た

だし、予定価格の事前公表をしている場合において、１回目の入札におい
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２ （略） 

て落札予定者がない場合は、入札を打ち切る旨を宣言して入札を終了する

ものとする。 

２ （略） 

    附 則 （略） 

   附 則 

 この要領は、令和７年４月１日以降に行われる公告その他契約の申込の誘

引に係る契約から適用する。 

様式第１号  制限付一般競争入札公告（電子入札） 

１ 工事概要 （略） 

 

 

２ 最低制限価格 （略） 

３ 入札保証金 （略） 

４ 契約保証金  10 分の１ 

５ 入札参加資格 （略） 

６ 設計図書の閲覧及びデータ提供 （略） 

７ 入札参加申請 （略） 

８ 設計図書等に対する質問及び回答 （略） 

９ 入札及び開札 

 ⑴～⑸ （略） 

 ⑹ その他 「制限付一般競争入札心得（電子入札） ６」に該当し、紙

入札を行う場合は、次の様式を使用すること。 

ア 様式第３号（紙入札用）入札書 

イ 様式第10号（紙入札用）委任状 ※代理人の場合に限る 

ウ 工事費内訳書（様式第４号） 

   ※ アからウの提出期間は、９の⑴に記載した期間と同様であること

（郵送可、必着） 

10 落札者 

様式第１号  制限付一般競争入札公告（電子入札） 

１ 工事概要 （略） 

２ 予定価格   ●●，●●●，000円（消費税及び地方消費税を除く） 

     または 落札者と契約約締結後に公表 

３ 最低制限価格 （略） 

４ 入札保証金 （略） 

５ 契約保証金  100分の10 

６ 入札参加資格 （略） 

７ 設計図書の閲覧及びデータ提供 （略） 

８ 入札参加申請 （略） 

９ 設計図書等に対する質問及び回答 （略） 

10 入札及び開札 

 ⑴～⑸ （略） 

 ⑹ その他 「制限付一般競争入札心得（電子入札） ６」に該当し、紙

入札を行う場合は、次の様式を使用すること。 

ア 様式第３号（紙入札用）入札書 

イ 様式第10号（紙入札用）委任状 ※代理人の場合に限る 

ウ 工事費内訳書（様式第４号） 

   ※ アからウの提出期間は、10の⑴に記載した期間と同様であること

（郵送可、必着） 

11 落札者 
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⑴ （略） 

⑵ 落札の決定 上記⑴に掲げた書類を審査し、５に掲げる入札参加資格

を満たしている者を落札者とする。なお、いずれかの入札参加資格を満

たしていない場合、落札予定者が前号に掲げる書類を提出期限内に提出

しない場合又は落札予定者が入札参加資格確認のために市長が行う指示

に従わない場合は、当該落札予定者のした入札を無効とし、次順位の者

を落札予定者とし、同様の審査を行うこととする。 

⑶ （略） 

11 その他 

⑴ （略） 

⑵ 入札参加希望者は、７⑵に掲げる書類のほか、５の入札参加資格の確

認のために市長が行う指示に従うこと。 

⑶ （略） 

⑷ 入札参加希望者が５の入札参加資格を満たしている者であっても、不

正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく不健全であると認

められる場合等にあっては、入札参加資格を認めないことがある。 

⑸                                 

  10⑵により、落札予定者の入札を無効にした場合 又は入札におい

て、重大な瑕疵があった場合には、市営建設工事に係る指名停止措置基

準に基づき、指名停止の措置を講ずることがある。 

⑹ 落札予定者は、10⑴に掲げる書類のほか、５の入札参加資格の確認の

ために市長が行う指示に従うこと。 

⑺ （略） 

別紙 

 主任技術者及び監理技術者の兼務に関する取扱いについて （略） 

⑴ （略） 

⑵ 落札の決定 上記⑴に掲げた書類を審査し、６に掲げる入札参加資格

を満たしている者を落札者とする。なお、いずれかの入札参加資格を満

たしていない場合、落札予定者が前号に掲げる書類を提出期限内に提出

しない場合又は落札予定者が入札参加資格確認のために市長が行う指示

に従わない場合は、当該落札予定者のした入札を無効とし、次順位の者

を落札予定者とし、同様の審査を行うこととする。 

⑶ （略） 

12 その他 

⑴ （略） 

⑵ 入札参加希望者は、８⑵に掲げる書類のほか、６の入札参加資格の確

認のために市長が行う指示に従うこと。 

⑶ （略） 

⑷ 入札参加希望者が６の入札参加資格を満たしている者であっても、不

正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく不健全であると認

められる場合等にあっては、入札参加資格を認めないことがある。 

⑸ ２に記載した予定価格を超える金額による入札により失格となった場

合、11⑵により 落札予定者の入札を無効にした場合、又は入札におい

て 重大な瑕疵があった場合には、市営建設工事に係る指名停止措置基

準に基づき、指名停止の措置を講ずることがある。 

⑹ 落札予定者は、11⑴に掲げる書類のほか、６の入札参加資格の確認の

ために市長が行う指示に従うこと。 

⑺ （略） 

別紙 

 主任技術者及び監理技術者の兼務に関する取扱いについて （略） 
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様式第９号 制限付一般競争入札心得（電子入札） 

１ （略） 

２ 入札等 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 電子入札システムの初回入札期間は、「公告または通知で指定する日

の午前８時30分から午後４時00分まで」を原則とする。なお、再度入札

（２回まで）を行う場合は、初回開札日と同日の実施予定であり、再度

入札１回目の開札は午後２時以降、再度入札２回目はその後に行う予定

であること。（再度入札案件数により入札期間及び開札時刻は前後する

場合がある。）                          

      

３ （略） 

４ 入札の失格 

次の各号のいずれかに該当する入札をした者は失格とし、       

              当該事項に係る再度入札に参加すること

ができない。 

⑴ （略） 

                                  

   

⑵ 第１回の入札において、入札書若しくは工事費内訳書のみを提出した

入札又は工事費内訳書に内訳の記載がない入札 

５、６ （略） 

７ 公正な入札の確保 

⑴、⑵ （略） 

⑶ 入札執行回数は３回                     を

限度とするものとし、この限度内において落札予定者がいないときは入

札を取り止める。 

様式第９号 制限付一般競争入札心得（電子入札） 

１ （略） 

２ 入札等 

⑴～⑷ （略） 

 ⑸ 電子入札システムの初回入札期間は、「公告または通知で指定する日

の午前８時30分から午後４時00分まで」を原則とする。なお、再度入札

（２回まで）を行う場合は、初回開札日と同日の実施予定であり、再度

入札１回目の開札は午後２時以降、再度入札２回目はその後に行う予定

であること。（再度入札案件数により入札期間及び開札時刻は前後する

場合がある。）予定価格の事前公表をしている場合は、再度入札は実施

しない。 

３ （略） 

４ 入札の失格 

次の各号のいずれかに該当する入札をした者は失格とする。この場合第

１号又は第３号に該当する者は、当該入札に係る再度入札に参加すること

ができない。 

⑴ （略） 

⑵ 予定価格の事前公表をしている入札において、予定価格を超過した入 

 札 

⑶ 第１回の入札において、入札書若しくは工事費内訳書のみを提出した

入札又は工事費内訳書に内訳の記載がない入札 

５、６ （略） 

７ 公正な入札の確保 

⑴、⑵ （略） 

⑶ 入札執行回数は３回（予定価格の事前公表をしている入札は１回）を

限度とするものとし、この限度内において落札予定者がいないときは入

札を取り止める。 

 


